
令和 7年度熊本県税務補助職員 
（会計年度任用職員（県北広域本部課税課）） 募集案内 

 

 

１ 募集職種   

  熊本県税務補助職員（免税軽油） 

 

２ 職務内容 

  免税軽油の申請に係る窓口対応及び免税証交付に係る事務補助等 

 

３ 採用予定人数 

  ２人 

 

４ 勤務条件 

（１）職 の区 分 ： 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に定める会計年度任用職員の職 

（２）任 用 期 間 ： 令和８年１月１日（木）から令和８年３月３１日（火）まで 

 ※ ただし、勤務成績が良好で予算措置が継続される場合には、能力実

証の結果、再度の任用を行うことがあります。 

（３）勤 務 地 ： 熊本県県北広域本部総務部課税課（菊池市隈府１２７２－１０） 

（４）勤 務 時 間 ： １ケ月につき２０日以内、１週間につき２９時間以内とし、次の勤務時間の

組合せによる。 

９：００～１６：００（休憩１時間含む）６時間 

９：００～１５：００（休憩１時間含む）５時間 

 （５）休 憩 時 間 ： １２：００～１３：００（所属長が別途指定する場合あり） 

 （６）休 日 等 ： 土、日、祝日 

 （７）報 酬 等 ： ① 報酬日額 ６時間勤務 ６,７６４円 

５時間勤務 ５,６３７円 

② 通勤費用 実費相当額を支給 

※ 報酬日額、通勤費用、期末手当、各種手当に相当する報酬について

は、条例、人事委員会規則等に基づき、額の決定や支給を行います。 

（８）社 会 保 険 ： 地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるとこ

ろによる。 

（９）公務災害等補償 ： 地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法、熊本県議会の議員その

他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の定めるところによる。 

（10）条件付採用 ： 今回の採用は条件付採用となり、その期間は１月です。その間、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用となります。 但し、採用後１か月

間の勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条

件付採用期間を延長します。 

（11）地方公務員法の適用 ： 地方公務員法上の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職

務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専

念する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の制限（パートタイ

ム勤務の者を除く）等）が適用され、かつ、懲戒処分等の対象になります。 

（12）退職に関する事項 ： 地方公務員法及び熊本県職員の懲戒に関する条例、熊本県職員の分限に

関する条例による 

 

  



５ 受験資格 

パソコンの基本操作技術（ワード、エクセル等）を有する方 

※次のいずれかの事項に該当する者は受験できません。 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

・ 熊本県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

６ 試験の方法 

個別面接による口述試験を実施します。 

 

７ 試験日程等 

（１）日  時 ： 令和７年１１月２６日（水） ※時間は、受験票にて連絡。 

（２）場  所 ： 熊本県県北広域本部（菊池市隈府１２７２－１０） ２階第２会議室 

（３）合格発表： 令和７年１２月３日（水）  

 

８ 応募方法・申込期間 

・ 県庁ホームページ及びハローワークで募集を行います。 

応募者は、令和７年１１月１２日（水）午後５時１５分までに、以下の書類等を県北広域本

部課税課へ、持参又は郵送してください。（必着） 

①「令和７年度任用 熊本県会計年度任用職員採用試験 申込書」 

※ 写真（申込前３ヶ月以内に撮影したもので、本人と確認できるもの。縦３．５cm、横

３cm程度）を所定の箇所に貼ってください。写真裏面には、氏名と生年月日を記入し

てください。 

② 郵便はがき（応募締め切り後に、受験票として返送します。） 

※ 「申込書」の下部の「受験票」に氏名を記入し、切り取って、郵便はがきの裏に貼っ

てください。また、郵便はがきの表には、住所、氏名及び郵便番号を記入してくださ

い。 

③「ハローワークの紹介状」（ハローワークを通じて申し込む場合のみ） 

・ 持参の場合、受付は、平日８：３０～１７：１５までです。 

・ 郵送の場合、必ず特定記録郵便で送付してください。 

・ 応募者が多数の場合は、上記期間内でも申込みを締め切ります。 

 

９ 採用方法 

・ 試験合格者は、「熊本県会計年度任用職員任用者名簿」に登載し、令和８年１月１日

（木）以降、成績の上位者から採用します。（採用予定人数は「３ 採用予定人数」記載

のとおり） 

・ 合格の有効期間は、合格発表の日から令和８年３月３１日（火）までとしますが、有効期

間内の任用者数が合格者数よりも少ない場合は採用されないこともあります。 

 

 

 
【応募先・連絡先】 〒８６１－１３３１ 菊池市隈府１２７２-１０ 

      熊本県県北広域本部 課税課 課税第一班 採用担当 

      電話 ０９６８－２５－４３２７ 

 


